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第一部【企業情報】 

第１【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

 （注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の 

推移については記載しておりません。 

    ２．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

    ３．持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社が存在しないため記載しておりません。 

  

回次 
第14期 

第１四半期 
累計(会計)期間 

第13期 

会計期間 
自平成20年４月１日 
至平成20年６月30日 

自平成19年４月１日 
至平成20年３月31日 

売上高（百万円） 3,307 13,794 

経常利益（百万円） 1,432 5,998 

四半期（当期）純利益（百万円） 878 3,629 

持分法を適用した場合の投資利益

（百万円） 
－ － 

資本金（百万円） 1,018 1,018 

発行済株式総数（株） 125,700 125,700 

純資産額（百万円） 10,446 10,770 

総資産額（百万円） 12,161 14,049 

１株当たり純資産額（円） 83,245.67 85,819.65 

１株当たり四半期（当期）純利益

金額（円） 
7,001.71 28,993.53 

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円） 
6,979.98 28,807.23 

１株当たり配当額（円） － 14,500.0 

自己資本比率（％） 85.9 76.7 

営業活動による 

キャッシュ・フロー（百万円） 
△592 4,611 

投資活動による 

キャッシュ・フロー（百万円） 
△39 △187 

財務活動による 

キャッシュ・フロー（百万円） 
△1,047 △1,737 

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（百万円） 
9,046 10,726 

従業員数（人） 57 57 

－ 1 －



２【事業の内容】 

当第１四半期会計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。  

  

  

３【関係会社の状況】 

該当事項はありません。  

  

  

４【従業員の状況】 

提出会社の状況 

 （注）従業員数は、就業人員であり、臨時雇用者数は当第１四半期会計期間における平均人員を（ ）内に外数で記載

しております。 

平成20年６月30日現在

従業員数（人） 57 (8) 

－ 2 －



第２【事業の状況】 

１【生産、受注及び販売の状況】 

(1）生産実績 

 当第１四半期会計期間の生産実績は次のとおりであります。 

 （注）１．金額は販売価額によっております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

(2）受注実績 

 当第１四半期会計期間の受注実績は次のとおりであります。 

 （注）１．金額は販売価額によっております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

(3）販売実績 

 当第１四半期会計期間の販売実績は次のとおりであります。 

 （注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．当第１四半期会計期間の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は 

  次のとおりであります。 

 （注） 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

製品区分 
当第１四半期会計期間 

（自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日） 

特定用途向LSI（ASSP）（百万円） 3,921 

顧客専用LSI（ASIC）（百万円） － 

合計（百万円） 3,921 

製品区分 

当第１四半期会計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日） 

受注高 受注残高 

特定用途向LSI（ASSP）（百万円） 3,437 3,751 

顧客専用LSI（ASIC）（百万円） － － 

合計（百万円） 3,437 3,751 

製品区分 
当第１四半期会計期間 

（自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日） 

特定用途向LSI（ASSP）（百万円） 3,307 

顧客専用LSI（ASIC）（百万円） － 

合計（百万円） 3,307 

相手先 

当第１四半期会計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日） 

金額（百万円） 割合（％） 

緑屋電気株式会社 3,228 97.6 

－ 3 －



２【経営上の重要な契約等】 

当第１四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。  

 なお、当第１四半期会計期間終了後にあたる、平成20年７月に、当社LSI製品の仕入先商社であるエー・ディ・エ

ム株式会社の経営形態の異動に伴い、同社との取引基本契約を解除するとともに、同じく当社製造委託先販売代理

店である株式会社エー・ディ・ティと取引基本契約を締結することといたしました。  

  

３【財政状態及び経営成績の分析】 

 文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社が判断したものであります。  

（1）経営成績の分析  

 当第１四半期会計期間におけるわが国経済は、原油・穀物等の原材料価格の高騰や米国経済の減速等を背景と

して国内景気の減速傾向が鮮明なものとなり、先行き不透明な状況下での推移となりました。 

 当社が属する電気機器業界におきましても、各種原材料価格の高騰を受けた物価指数の上昇等をはじめとした

経済動向に係る不安定要因を背景として設備投資の縮小傾向が強まっており、企業業績への影響が懸念されてい

ます。 

 一方、現在当社事業の中心的市場である遊技機器市場（注1）につきましては、過年度における遊技機器に係る

規則改正による減速傾向の継続や環境サミット開催時における行政負担の軽減を目的とした新台入替に係る自主

規制等がありましたが、大型液晶表示装置を搭載した機器の製造販売が堅調に推移しており、概ね当初の想定に

沿う推移となりました。 

 かかる環境の中で当社は、当第１四半期会計期間において大型液晶表示装置を搭載した遊技機器に向けた高解

像度対応グラフィックスLSI（注2）製品の販売に注力するとともに、従前主力製品でありましたグラフィックス

LSI製品、サウンドLSI（注3）製品、LED（注4）ドライバLSI製品、メモリモジュール(注5)製品等の販売にも注力

し、遊技機器市場における製品多様化戦略を推進いたしました。また、組み込み機器市場（注6）に向けまして

も、グラフィックスLSI製品の販売拡大に注力いたしました。 

 以上の結果、当第１四半期会計期間における売上高は3,307百万円、営業利益は1,424百万円、経常利益は1,432

百万円、四半期純利益は878百万円となりました。 

（注）1．遊技機器市場とは、パチンコ機器及びパチスロ機器等の製造に係る市場を意味しています。  

2．グラフィックスLSIとは、液晶装置等に表示を行うためのLSIを意味しています。  

3．サウンドLSIとは、デジタル化された音声データを再生するためのLSIを意味しています。 

4．LEDとは、Light Emitting Diodeの略称です。導電することで発光する半導体素子を意味しており、発

光ダイオードとも言われています。  

5．メモリモジュールとは、遊技機器の画像表示用基板に搭載される画像データを保持しておく部分の仕組

みを意味しています。  

6．組み込み機器市場とは、「広義の組み込み機器の中から遊技機器を除いたその他の機器の製造に係る市

場」として使用しています。 

  

製品区分別の業績を示すと、次のとおりであります。 

①ASSP（注1）製品 

（遊技機器市場向け製品） 

 当第１四半期会計期間における遊技機器市場向けASSP製品は、概ね計画通りの販売数量及び売上高となりまし

た。 

 当第１四半期会計期間における遊技機器市場は、パチンコ機器に関しては、大型液晶表示装置を搭載した機器

を中心に製造が進められておりますが、パチスロ機器に関しましては、前年同四半期会計期間に見られました規

則改正に伴う大規模な入替需要がなかったことから、低調な製造動向となりました。当社におきましては、パチ

ンコ機器の液晶表示装置の大型化に対応して、SXGA（注2）の解像度に対応したグラフィックスLSIを中心に販売

を推進しておりますが、パチスロ機器の規則改正に伴う入替需要がなくなったこと等に起因してグラフィックス

LSIの需要が前年同四半期会計期間より少なかったことから、グラフィックスLSI製品の販売数量及び売上高が減

少いたしました。同市場に向けたグラフィックスLSI製品以外の製品に関しましては、サウンドLSI製品、LEDドラ

イバLSI製品、メモリモジュール製品等がいずれも前年同四半期会計期間を上回る販売数量及び売上高となりまし

た。 

（組み込み機器市場向け製品） 

 当第１四半期会計期間における組み込み機器市場向けASSP製品は、計画を上回る販売数量及び売上高となりま

した。 

 

 以上の結果、当第１四半期会計期間におけるASSP製品の売上高は3,307百万円となりました。 
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（注）1．「ASSP」とは、Application Specific Standard Productの略称です。特定の応用機器や特定の使用目

的のために設計・製造されるLSIで、複数の顧客に対して販売を行う製品を意味しています。 

2．「SXGA」とは、Super eXtended Graphics Arrayの略称です。1280×1024画素の解像度を意味していま

す。 

  

②ASIC（注）製品 

（遊技機器市場向け製品） 

 当第１四半期会計期間におきましては、遊技機器市場向けASIC製品に係る新規開発の受託はなく、製品販売も

ありませんでした。 

（組み込み機器市場向け製品） 

 当第１四半期会計期間におきましては、組み込み機器市場向けASIC製品に係る新規開発の受託はなく、製品販

売もありませんでした。  

（注）「ASIC」とは、Application Specific Integrated Circuitの略称です。特定顧客の特定の応用機器や使用

目的のために設計・製造されるLSIで、開発を依頼された特定の顧客に対してのみ販売を行う製品を意味し

ています。 

  

（2）財政状態の分析  

（資産の部） 

 流動資産は、前事業年度末に比べ1,867百万円の減少となりました。この変動の主な要因は、法人税等の支払い

及び配当金の支払いに起因する現金及び預金額の減少となっております。 

 固定資産は、前事業年度末に比べ20百万円の減少となりました。この変動の主な要因は、有形固定資産の減価

償却等による減少となっております。 

（負債の部） 

 流動負債は、前事業年度末に比べ1,565百万円の減少となりました。この変動の主な要因は、未払法人税等の減

少によるものであります。 

（純資産の部） 

 純資産は、前事業年度末に比べ323百万円の減少となりました。この変動の主な要因は、当第１四半期会計期間

における事業活動の成果としての利益剰余金の増加と配当金の支払いによる利益剰余金の減少によるものであり

ます。 

  

（3）キャッシュ・フローの状況  

 当第１四半期会計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、税引前四半期純利益が

1,432百万円となりましたが、法人税等の支払や配当金の支払等により、前事業年度末に比べ1,679百万円減少し

9,046百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第１四半期会計期間における営業活動により支出した資金は592百万円となりました。 

 これは主に、当第１四半期会計期間における税引前四半期純利益（1,432百万円）に対し、法人税等の支払

（1,686百万円）やたな卸資産の増加（253百万円）及び仕入債務の減少（259百万円）等によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第１四半期会計期間における投資活動により支出した資金は39百万円となりました。 

 これは主に、有形固定資産の取得（16百万円）及び無形固定資産の取得（22百万円）によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第１四半期会計期間における財務活動により支出した資金は1,047百万円となりました。 

 これは、前事業年度の期末配当金の支払（1,047百万円）によるものであります。 

  

（4）事業上及び財務上の対処すべき課題 

 当第１四半期会計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。 

 なお、現在当社では、一般に採用されている各種買収防衛策を導入しておりませんが、当社が掲げる企業理念

を支持する者が会社を支配する者である事が望ましいと考えております。当社企業理念に照らして不適切な者が

当社の支配権の獲得を表明した場合には、当社企業理念や株主をはじめとする各ステークホルダーの利益を守る

ため、必要かつ適切な措置を検討する方針であります。 

  

（5）研究開発活動 

 当第１四半期会計期間における研究開発活動の金額は、247百万円であります。 
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 なお、当第１四半期会計期間において、当社の研究開発活動に重要な変更はありません。前事業年度における

研究開発活動において掲げていました事項の内、遊技機器市場向けLSI製品の統合化に向けた研究開発活動に関し

ましては、当第１四半期会計期間においてLSI化が完了しており、現在量産販売に向けた試作品の開発を進めてお

ります。  

  

（6）経営成績に重要な影響を与える要因及び経営戦略の現状と見通し 

 当社の経営成績に重要な影響を与える要因につきましては、前事業年度における有価証券報告書「第２ 事業

の状況 ４.事業等のリスク」に記載の事項から重要な変更はありません。 

 また、経営戦略の現状と見通しにつきましても、現在のところ重要な変更事項はありません。  

  

（7）経営者の問題意識と今後の方針について 

 当社は、当社が有する半導体設計技術を活かし、組み込み機器市場に向けたグラフィックスLSI製品をはじめと

した各種LSIの製品化を事業の核とする研究開発型半導体メーカであります。また、企業理念には、ファブレス形

式のビジネスモデルを採用しながら独自技術の開発や新製品の創造に向けた活動に注力することを掲げ、技術力

の維持・向上の重要性を認識しております。当社における技術力の維持・向上に向けましては、優秀な人材の確

保が重要であり、継続的にそれらの人材を確保するための採用活動に注力しております。 

 また、現在の当社事業の中核的市場は遊技機器市場となっており、同市場における事業規模の拡大に向けて製

品の高付加価値化と製品の多様化を進めております。一方、遊技機器市場以外の組み込み機器市場に向けたグラ

フィックスLSI製品の開発も継続的に進めており、市場の多様化を実現することによる事業規模の拡大を図ってい

きたいと考えております。 

 更に、今後の事業規模の拡大を踏まえて、時宜に応じた内部管理体制の整備や品質保証体制の整備が重要であ

るとの認識を有しており、各種体制整備に向けた取り組みを継続してまいります。  
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第３【設備の状況】 
(1）主要な設備の状況 

当第１四半期会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。  

  

(2）設備の新設、除却等の計画 

当第１四半期会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありま

せん。  
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第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

（１）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

 （注）「提出日現在発行数」欄には、平成20年８月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により

発行された株式数は含まれておりません。 

（２）【新株予約権等の状況】 

旧商法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。 

 （注）１．新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。 

①平成17年６月20日から平成19年６月19日までは、割当数の２分の１まで権利を行使できます。 

②平成19年６月20日から平成21年６月19日までは、割当数の全てについて権利を行使できます。 

２．新株予約権の行使の条件及び新株予約権の譲渡に関する事項につきましては、当社と対象取締役、監査役及

び従業員との間で締結した「新株予約権割当契約」に定められております。 

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式 231,120 

計 231,120 

種類 
第１四半期会計期間末現在
発行数（株） 

（平成20年６月30日） 

提出日現在発行数（株） 
（平成20年８月12日） 

上場金融商品取引所名又
は登録認可金融商品取引
業協会名 

内容 

普通株式 125,700 125,700 
ジャスダック 

証券取引所 

権利内容に何ら
限定のない当社
における標準と
なる株式 

計 125,700 125,700 － － 

株主総会の特別決議日（平成15年６月19日） 

 
第１四半期会計期間末現在 
（平成20年６月30日） 

新株予約権の数（個） 132 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 528 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 122,500 

新株予約権の行使期間 
平成17年６月20日から 

平成21年６月19日まで 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格   122,500 

資本組入額   61,250 

新株予約権の行使の条件 （注）１、２ 

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）２ 

代用払込みに関する事項 － 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 － 
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 （注）１．新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。 

①平成18年６月18日から平成20年６月17日までは、割当数の２分の１まで権利を行使できます。 

②平成20年６月18日から平成22年６月17日までは、割当数の全てについて権利を行使できます。 

２．新株予約権の行使の条件及び新株予約権の譲渡に関する事項につきましては、当社と対象取締役、監査役及

び従業員との間で締結した「新株予約権割当契約」に定められております。 

（注）１．新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。 

①平成19年６月19日から平成21年６月18日までは、割当数の２分の１まで権利を行使できます。 

②平成21年６月19日から平成23年６月18日までは、割当数の全てについて権利を行使できます。 

２．新株予約権の行使の条件及び新株予約権の譲渡に関する事項につきましては、当社と対象取締役及び従業員

との間で締結した「新株予約権割当契約」に定められております。 

株主総会の特別決議日（平成16年６月17日） 

 
第１四半期会計期間末現在 
（平成20年６月30日） 

新株予約権の数（個） 357 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 714 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 368,548 

新株予約権の行使期間 
平成18年６月18日から 

平成22年６月17日まで 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格   368,548 

資本組入額  184,274 

新株予約権の行使の条件 （注）１、２ 

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）２ 

代用払込みに関する事項 － 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 － 

株主総会の特別決議日（平成17年６月18日） 

 
第１四半期会計期間末現在 
（平成20年６月30日） 

新株予約権の数（個） 710 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 710 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 501,000 

新株予約権の行使期間 
平成19年６月19日から 

平成23年６月18日まで 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格   501,000 

資本組入額  250,500 

新株予約権の行使の条件 （注）１、２ 

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）２ 

代用払込みに関する事項 － 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 － 
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（３）【ライツプランの内容】 

該当事項はありません。  

  

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】 

  

（５）【大株主の状況】 

 大量保有報告書等の写しの送付等がなく、当第１四半期会計期間において、大株主の異動は把握しており

ません。  

  

（６）【議決権の状況】 

 当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、

記載することができないことから、直前の基準日（平成20年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしてお

ります。  

①【発行済株式】 

 （注） 完全議決権株式（その他）の欄には、証券保管振替機構名義の株式が２株含まれております。また、議決権の

数には、同機構名義の完全議決株式に係る議決権の数２個が含まれています。 

②【自己株式等】 

  

年月日 
発行済株式 
総数増減数 
（株） 

発行済株式 
総数残高 

（株） 

資本金増減額
（百万円） 

資本金残高
（百万円） 

資本準備金
増減額 

（百万円） 

資本準備金
残高 

（百万円） 

 平成20年４月１日～  

 平成20年６月30日  

  

－ 125,700 － 1,018 － 861 

平成20年３月31現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式   204 － 

権利内容に何ら限定

のない当社における

標準となる株式 

完全議決権株式（その他）（注） 普通株式  125,496  125,496 同上 

端株 － － － 

発行済株式総数 125,700 － － 

総株主の議決権 － 125,496 － 

平成20年３月31日現在

所有者の氏名又は
名称 

所有者の住所 
自己名義所有
株式数(株) 

他人名義所有
株式数(株) 

所有株式数の
合計（株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

株式会社アクセル 
東京都千代田区外神田 

四丁目14番１号 
204 － 204 0.16 

計 － 204 － 204 0.16 
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２【株価の推移】 

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】 

 （注） 最高・最低株価は、ジャスダック証券取引所におけるものであります。 

  

３【役員の状況】 

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。  

  

月別 平成20年４月 ５月 ６月 

最高（円） 421,000 417,000 429,000 

最低（円） 340,000 384,000 366,000 
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第５【経理の状況】 

１．四半期財務諸表の作成方法について 

 当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第

63号。以下「四半期財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。 

２．監査証明について 

 当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第１四半期累計期間（平成20年４月１日から平成

20年６月30日まで）に係る四半期財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けており

ます。 

 なお、新日本有限責任監査法人は、監査法人の種類の変更により、平成20年７月１日をもって新日本監査法人か

ら名称変更しております。 

３．四半期連結財務諸表について 

当社は子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。  
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１【四半期財務諸表】 
（１）【四半期貸借対照表】 

（単位：百万円）

当第１四半期会計期間末 
      

（平成20年６月30日） 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

（平成20年３月31日） 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,049 6,729

売掛金 1,870 2,314

有価証券 3,997 3,997

製品 408 154

その他 236 233

流動資産合計 11,561 13,429

固定資産   

有形固定資産 ※  209 ※  226

無形固定資産 146 137

投資その他の資産 244 257

固定資産合計 600 620

資産合計 12,161 14,049

負債の部   

流動負債   

買掛金 656 916

未払法人税等 562 1,709

その他 495 653

流動負債合計 1,714 3,279

負債合計 1,714 3,279

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,018 1,018

資本剰余金 861 861

利益剰余金 8,607 8,920

自己株式 △67 △67

株主資本合計 10,420 10,733

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 26 36

評価・換算差額等合計 26 36

純資産合計 10,446 10,770

負債純資産合計 12,161 14,049
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（２）【四半期損益計算書】 
【第１四半期累計期間】 

（単位：百万円）

当第１四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

売上高 3,307

売上原価 1,391

売上総利益 1,915

販売費及び一般管理費 ※  491

営業利益 1,424

営業外収益  

受取利息 5

受取配当金 1

雑収入 1

営業外収益合計 8

営業外費用  

株式交付費 0

為替差損 0

営業外費用合計 0

経常利益 1,432

税引前四半期純利益 1,432

法人税等 553

四半期純利益 878
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（３）【四半期キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：百万円）

当第１四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純利益 1,432

減価償却費 36

長期前払費用償却額 3

受取利息及び受取配当金 △6

売上債権の増減額（△は増加） 444

たな卸資産の増減額（△は増加） △253

その他の流動資産の増減額（△は増加） △3

仕入債務の増減額（△は減少） △259

その他の流動負債の増減額（△は減少） △226

未払消費税等の増減額（△は減少） △79

小計 1,086

利息及び配当金の受取額 6

法人税等の支払額 △1,686

営業活動によるキャッシュ・フロー △592

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △16

無形固定資産の取得による支出 △22

その他 △0

投資活動によるキャッシュ・フロー △39

財務活動によるキャッシュ・フロー  

配当金の支払額 △1,047

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,047

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,679

現金及び現金同等物の期首残高 10,726

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※  9,046
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【四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】 

【簡便な会計処理】 

【四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】 

  
当第１四半期会計期間 

（自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日） 

会計処理基準に関する事項の

変更 

たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更

「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企

業会計基準委員会 平成18年７月５日 企

業会計基準第９号）を当第１四半期会計期

間から適用し、評価基準については、原価

法から原価法（収益性の低下による簿価切

下げの方法）に変更しております。 

 この変更に伴う損益に与える影響はあり

ません。   

  
当第１四半期会計期間 

（自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日） 

たな卸資産の評価方法   当第１四半期会計期間末のたな卸高の算

出に関しては、実地たな卸を省略し、前事

業年度末の実地たな卸高を基礎として合理

的な方法により算定する方法によっており

ます。 

 また、たな卸資産の簿価切下げに関して

は、収益性の低下が明らかなものについて

のみ正味売却価額を見積り、簿価切下げを

行う方法によっております。  

繰延税金資産及び繰延税金負

債の算定方法  

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関し

ては、前事業年度末以降に経営環境等、か

つ、一時差異等の発生状況に著しい変化が

ないと認められるので、前事業年度におい

て使用した将来の業績予測やタックス・プ

ランニングを利用する方法によっておりま

す。  

  
当第１四半期会計期間 

（自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日） 

税金費用の計算  税金費用については、当第１四半期会計

期間を含む事業年度の税引前当期純利益に

対する税効果会計適用後の実効税率を合理

的に見積り、税引前四半期純利益に当該見

積実効税率を乗じて計算しております。 

 なお、法人税等調整額は、「法人税等」

に含めて表示しております。  
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【注記事項】 

（四半期貸借対照表関係） 

（四半期損益計算書関係） 

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係） 

当第１四半期会計期間末 
（平成20年６月30日） 

前事業年度末 
（平成20年３月31日） 

※ 有形固定資産の減価償却累計額  

 297百万円 

※ 有形固定資産の減価償却累計額  

276百万円  

  

当第１四半期累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日） 

※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次

のとおりであります。   

  

研究開発費 247百万円

当第１四半期累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日） 

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照

表に掲記されている科目の金額との関係  

 （平成20年６月30日現在）

  

  

現金及び預金勘定 5,049百万円

有価証券勘定 3,997百万円

現金及び現金同等物 9,046百万円
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（株主資本等関係） 

当第１四半期会計期間末（平成20年６月30日）及び当第１四半期累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年６

月30日） 

１．発行済株式の種類及び総数 

  

２．自己株式の種類及び株式数 

  

３．新株予約権等に関する事項 

 該当事項はありません。 

  

４．配当に関する事項 

（1）配当金支払額  

（2）基準日が当第１四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期会計期間末後とな

るもの  

該当事項はありません。  

  

５．株主資本の金額の著しい変動に関する事項  

該当事項はありません。 

  

  

（リース取引関係） 

当第１四半期会計期間（自平成20年４月１日 至平成20年６月30日）  

 所有権移転外ファイナンス・リース取引について、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて処理を行っておりま

すが、当第１四半期会計期間におけるリース取引残高は前事業年度末に比べて著しい変動が認められないため、

記載しておりません。  

  

  

（有価証券関係） 

当第１四半期会計期間末（平成20年６月30日）  

有価証券の四半期貸借対照表計上額その他の金額は、前事業年度の末日と比べて著しい変動がありません。 

  

  

（デリバティブ取引関係） 

当第１四半期会計期間末（平成20年６月30日）  

当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。  

  

  

（持分法損益等） 

当第１四半期累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年６月30日）  

該当事項はありません。  

  

  

（ストック・オプション等関係） 

当第１四半期会計期間（自平成20年４月１日 至平成20年６月30日）  

該当事項はありません。  

  

普通株式 125,700 株 

普通株式 204 株 

（決議） 
株式の種類 

配当金の総額
（百万円） 

１株当たり 
配当額 
（円） 

基準日 効力発生日 配当の原資 

平成20年６月21日 

定時株主総会 
普通株式 1,192 9,500 平成20年３月31日 平成20年６月23日  利益剰余金 
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（企業結合等関係） 

当第１四半期会計期間（自平成20年４月１日  至平成20年６月30日）  

該当事項はありません。  

  

  

（１株当たり情報） 

１．１株当たり純資産額 

２．１株当たり四半期純利益金額等 

（注）１株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおり

であります。 

  

  

（重要な後発事象） 

該当事項はありません。  

  

  

当第１四半期会計期間末 
（平成20年６月30日） 

前事業年度末 
（平成20年３月31日） 

１株当たり純資産額 83,245.67円 １株当たり純資産額 85,819.65円

当第１四半期累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日） 

１株当たり四半期純利益金額 7,001.71円

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額 
6,979.98円

  
当第１四半期累計期間 

（自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日） 

１株当たり四半期純利益金額   

四半期純利益（百万円） 878 

普通株主に帰属しない金額（百万円） － 

普通株式に係る四半期純利益（百万円） 878 

期中平均株式数（株） 125,496 

    

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額   

四半期純利益調整額（百万円） － 

普通株式増加数（株） 390.79 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株

式で、前事業年度末から重要な変動があったものの

概要 

－  
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２【その他】 

該当事項はありません。 
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

 該当事項はありません。 

－ 21 －



  独立監査人の四半期レビュー報告書  

平成20年８月12日

株式会社アクセル 

取締役会 御中 

新日本有限責任監査法人 

 
指定有限責任社員
業務執行社員   公認会計士 渡辺 和紀  印 

 
指定有限責任社員
業務執行社員   公認会計士 安斎 裕二  印 

 
指定有限責任社員
業務執行社員   公認会計士 飯塚  徹  印 

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社アクセ

ルの平成20年４月１日から平成21年３月31日までの第14期事業年度の第１四半期累計期間（平成20年４月１日から平成20

年６月30日まで）に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び四半期キャッシュ・フロ

ー計算書について四半期レビューを行った。この四半期財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の

立場から四半期財務諸表に対する結論を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析

的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠

して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。 

 当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められ

る四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社アクセルの平成20年６月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了

する第１四半期累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての

重要な点において認められなかった。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

 （注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期

報告書提出会社）が別途保管しております。 

２．四半期財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。  



【表紙】 

【提出書類】 確認書 

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の８第１項 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成20年８月12日 

【会社名】 株式会社アクセル 

【英訳名】 AXELL CORPORATION 

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 佐々木 譲 

【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。 

【本店の所在の場所】 東京都千代田区外神田四丁目14番１号 

【縦覧に供する場所】 株式会社ジャスダック証券取引所 

（東京都中央区日本橋茅場町一丁目４番９号） 

  

  

  

  



１【四半期報告書の記載内容の適正性に関する事項】 
 当社代表取締役佐々木譲は、当社の第14期第１四半期（自平成20年４月１日 至平成20年６月30日）の四半期報告書

の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認しました。 

２【特記事項】 
 特記すべき事項はありません。 
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